
新生児聴覚検査費助成事業
　赤ちゃんの耳の聞こえの問題に早く気づき、その
後の健やかな発達をお手伝いするために、新生児
聴覚検査に要した費用の一部を助成しています。新
生児聴覚検査費助成券は母子健康手帳にとじ込ん
でお渡しします。

1か月児健康診査費助成事業
　生後1か月頃に受ける赤ちゃんの健康診査に要
した費用の一部を助成します。赤ちゃんの発育状
況の確認を行うとともに、哺乳量や育児などの相
談をすることができます。出産した医療機関、もし
くは小児科で受けましょう。

乳幼児の健康診査・健康相談
　姫路市では、お子さんの順調な成長・発達と健康を守るため乳幼児期に下記の通り健康診査などを行っています。お子さんの
成長を確認するとともに、育児相談の場としてもご利用ください。対象となる時期に、ご案内（受診券等）をお送りします。姫路市
に住民登録があるお子さんが対象です。

保健所健康課
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支給内容 （A）ABR（自動聴性脳幹反応）検査  
上限5,500円
OAE（耳音響放射）検査  上限2,000円
※検査内容によって助成額が異なります。

対象者 令和6年4月1日以降に出生した児で、姫路市
に住民登録のある児

支給内容 1か月児健康診査の助成券を交付。生後1か月
頃の1か月児健康診査費を4,000円を上限に
助成。

健診・予防接種
お子さんの健康診査

満4か月から満5か月にな
るまでのお子さん

４か月児
健康診査

事業名 対象

問診、身体計測、小児科診察、育児相
談。無料（受診期間を過ぎると有料に
なります）

満 4 か 月 に
なるまでに

実施医療機関（姫路
市ホームページに掲
載しています）

満７か月から満10か月に
なるまでのお子さん

７か月児の
健康相談

身体計測、個別相談（保健師・栄養
士）、集団指導（歯のお手入れ、絵本の
読み聞かせ）

満 7 か 月 に
なってから

ご案内(相談票)に
記 載している場 所

（保健センターなど）

満10か月から満11か月
になるまでのお子さん

10か月児
健康診査

問診、身体計測、小児科診察、育児相
談。無料（受診期間を過ぎると有料に
なります）

満10か月に
なるまでに

実施医療機関（姫路
市ホームページに掲
載しています）

満1歳6か月から満2歳に
なるまでのお子さん

1歳6か月児
健康診査

身体計測、小児科診察、歯科診察、健診
結果の説明と子育て相談、子育ての話

（事故予防と遊び場の情報提供等）

満1歳6か月
になってから

ご案内(受診票)に
記 載している場 所

（保健センターなど）

おおむね3歳6か月から満
4歳になるまでのお子さん

3歳児
健康診査

身体計測、小児科診察、歯科診察、眼
科検査、尿検査、健診結果の説明と子
育て相談、子育ての話（事故予防と食
育絵本の読み聞かせ）

3 歳 6 か 月
前後

ご案内(受診票）に
記 載している場 所

（保健センターなど）

内容 ご案内（受診券）
発送時期 受診場所
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２歳児のフッ化物塗布
　歯が生えそろい始める時期に、お子さんのむし
歯を予防するために、2歳児のフッ化物塗布を実施
します。

子どもの歯みがき相談
　お子さんの仕上げみがきの方法やむし歯予防の
注意点等、お口の気になることを市内の指定歯科医
療機関で相談することができます。歯みがき相談券
は母子健康手帳にとじ込んでお渡しします（歯科健診はあり
ません）。詳しくは市ホームページをご覧ください。

保健所健康課
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保健所防疫課
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こどもの未来健康支援センター「みらいえ」



263-7863問保健所防疫課
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対象者 おおむね2歳6か月頃から満3歳になるまでの
お子さん

案内時期 実施日の約1か月前にご案内と予診票をお送
りします。受診場所は、ご案内（予診票）に記載
している場所（保健センターなど）

費用 無料

接種日現在、姫路市に住民登録があり、それぞ
れの予防接種の対象年齢となったお子さん

予防接種券（シール）を生後2か月までにお送
りしています。かかりつけの病院（主に小児科）
で事前に予約して接種

接種費用 無料

対象者 姫路市に住民登録がある生後1年3か月まで
の乳幼児とその保護者（お子さんも一緒にお
連れください）

子どもの予防接種
　国がすすめている定期の予防接種は、ロタ、B型
肝炎、小児の肺炎球菌、ヒブおよび四種混合または
五種混合、BCG、麻しん・風しん（MR）、日本脳炎、
水痘（水ぼうそう）です。決められた接種時期に忘れ
ずに接種を。

おたふくかぜ予防接種
　無菌性髄膜炎や脳炎、難聴などの合併症の発
症および重症化を予防するため、おたふくかぜ任
意予防接種に要する費用の一部を助成します。

※定期予防接種の種類や対象年齢などは制度改正により変
更される場合があります。広報誌や市ホームページをご覧
ください

対象者 姫路市に住民登録がある1歳児で過去におた
ふくかぜ予防接種を受けたことがないお子さん
（2回目の接種は対象となりません）

　実際の家庭を再現し、家庭内で起こりやすい事
故やその防止策について疑似体験しながら学べる
施設です。

乳幼児期の予防接種

申し込み
（定期予防接種）

対象者
（定期予防接種）

おたふくかぜ予防接種助成券（助成額3,000円）

※助成券は、10か月児健診の案内送付時に同封します。
　詳しくは市ホームページをご覧ください

子どもの事故予防体験ひろば

※ただし、定期予防接種で予防接種券の持参があり、接種期
　限内の接種に限る。接種対象年齢を超えた場合、有料
※任意の予防接種（インフルエンザなど）は全額自己負担
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